
ナ
力

ナ
カ
ヤ
シ
キ

中
屋
底
加
賀
滞
は
初
め
江
戸
に

於
い
て
巾
毘
般
を
有
し
な
か
っ
た
か
ら
、
前
山
綱
紀

の
時
組
父
利
治
は
光
高
の
後
室
荷
務
院
を
沼
じ
て
円
相

府
に
踏
ひ
、
市
ヶ
谷
門
外
の
牛
込
邸
を
之
に
笛
て
た
。

そ
の
年
紀
は
訴
か
で
な
い
が
、
消
判
明
院
の
未
亡
人
で

あ
っ
た
の
は
、
一
止
保
二
年
四
且
か
ら
明
田
間
二
年
九
且

の
聞
で
あ
る
。
一
的
務
院
の
物
放
し
た
現
年
務
は
之
を

訴
府
に
納
れ
、
駒
込
邸
を
得
て
巾
屋
放
と
L
、
そ
の

他
滞
米
に
及
ん
だ
。
明
治
元
年
十
二
且
什
四
日
木
挽

町
築
地
な
る
元
濡
抑
制
妥
協
守
の
上
屋
敷
を
賜
ふ
に
及

び
、
之
を
上
屋
数
と
務
し
、
本
郷
邸
を
中
屋
政
と
し

た
が
、
=
一
年
抗
月
築
地
邸
を
返
上
し
、
入
月
本
郷
を

官
邸
と
糾
し
た
か
ら
、
中
屋
敷
の
稽
は
な
く
な
っ
た
。

ナ
カ
ヤ
ジ
へ
エ
中
屋
治
卒

能
柴
郡
小
松
松
任

町
の
入
。
或
は
家
を
巾
ロ
と
も
い
う
た
。
揃
川
系
の

R
M
法
を
榊
谷
入
左
衛
門
か
ら
受
け
、
文
政
の
頃
徒
弟

に
教
へ
た
。
明
治
十
=
一
年
六
且

H
八
日
間
問
。

ナ
ガ
ヤ
ダ
イ
ガ
ヲ
長
屋
大
田
平

初
名
牢
左
衛
門
。

文
献
二
年
前
削
利
長
に
仕
へ
て
千
四
百
石
そ
領
L
、

足
柄
聞
と
な
り
、
殴
長
J
l
六
年
致
仕
し
、
縫
老
料
二

百
石
を
受
け
、
十
九
年
十
周
大
坂
の
役
の
起
っ
た
時

七
尾
城
に
留
守
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
寛
永
入
年
波
。

子

孫
滞
に
附
刷
出
す
る
。

ナ
カ
ヤ
チ
中
谷
内

臥
軍
部
七
捕
庄
に
邸
す
る

部
孫
。
村
名
向
来
お
に
、
元
利
の
頃
は
小
前
・大
鐙
・

'vシ
令

附
附
杓
屋
の
三
村
で
あ
っ
た
が
、
後
に
巾
谷
内
に
合
併

し
た
と
あ
る
。
併
し
そ
の
後
も
小
冊酬
と
櫛
比
屋
と
は

中
谷
内
の
桜
村
と
し
て
か
口
そ
存
し
て
ゐ
た
。

ナ
カ
ヤ
ナ
ガ
イ
ヘ
中
屋
長
家

能
奨
郡
小
松
の

人
で
、
問
主
で
あ
る
。
入
制
張
の
筋
兜
が
あ
っ
て
、

そ
の
銘
に

『
以
=
和
銀
-
鍛
=附
幽
皿
銀
-
中
屋
長
家
作
注

文
第
十

一
亥
六
且
吉
日
』
と
あ
っ
た
。

ナ
カ
ヤ
ナ
ガ
ツ
グ
中
屋
長
次

能
美
郡
小
松
の

部前
ナ 務 ナ 。 ナ
カ 。カ 明 カ
ヤ ヤ 治 ヤ
マ マ 中 マ
カ に
ズ 中 ~ 中
へ 山 つ 山

て
中 須上沼
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主 lnl山 純
計 熊 と土
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人
で
、
悶
工
巾
居
間
民
家
の
後
系
で
あ
る
。

ナ
カ
ヤ
ナ
ガ
Z
チ

中

屋
長
途
能
楽
部
小
松
の

人
で
、
同
工
で
あ
る
。
そ
の
作
に
六
十
二
削
の
筋
兜

が
あ
っ
た
。

ナ
ガ
ヤ
ノ
リ
タ
ダ

長
屋
短
忠

姐
稿
平
左
衛
門
・

七
郎
右
衛
門
。
七
郎
右
衛
門
吉
道
の
子
。
究
文
四
年

父
の
級
八
百
石
を
剛
山
ぎ
、
tE
腹
阿
部
帥
行

・
御
作
山
奉

行
に
限
任
L
、
元
政
六
年
御
Mm
廻
番
印
刷
と
し
て
飛
関

前
山
に
在
脅
し
、
白
永
三
年
十
一
月
間
配
し
た
。

ナ
カ
ヤ
ヒ
コ
エ
モ
ン

中
屋
彦
右
衛
門

代
々
彦

右
衛
門
と
都
し
、
金
問
家
柄
町
人
の

一
人
で
、
町
年

終止
V-
勤
め
た
o
w
H
文
4
s
年
前
閉
綱
紀
か
ら
、
侠
家
仰

来
の
禦

3
・烏
印
刷
・常
的
世
涜
病
闘
の
組
問
方
制
A
H
を
命

ぜ
ら
れ
、
制
後
略
抑
制
mm
へ
て
今
に
宮
山
っ
た
。
明
治

十
一
年
十
且
明
治
天
泉
北
陸
御
巡
幸
の
際
、
そ
の
邸

を
行
在
所
に
九
百
て
叩
胸
う
た。

ナ
カ
ヤ
マ
中
山

河
北
川
金
浦
郷
に
四
回
す
る
郎

古
川
。
明
治
中
に
苧
づ
て
戸
室
巾
山
と
改
め
た
。
金
城

深
和
銀
に
、
臨
長
の
頃
前
川
利
長

・
利
陥
川
崎
こ
L
に

脳
相
川
あ
h
、
今
そ
の
所
を
御
陵
山
と
い
ふ
と
あ
る
。

ナ
カ
ヤ
マ
中
山

河
北
側
一
世
川
郷
に
邸
す
る
都

世
間
。

ナ
ガ
ヤ
マ
へ
イ
ダ

永
山
平
太

初
名
目
e
八
、
ま

た
M
T
に
作
。
、
前
は
政
勝
、
明
治
の
俊
平
太
と
改
め

た
。
古
車
料
・桁
川
は
そ
の
川
町
で
あ
る
。
本
姓
同
伴
氏
、出

で
ト
氷↑
山
氏
を
嗣
い
だ
。
幼
に
し
て
mr
ー
を
好
み
、
務

問
凶
坂
鈎
・大
山
桃
年
に
就
き
て

梁
そ
間
ひ
、
天
保

十
二
年
江
戸
に
挺
台
、
安
mm
良
府
に
附

mし
て
格
闘

の
尽
札
7-
受
け
、
鎌
ね
て
力
宇
一
昨
設
に
却
に
し
、
大
槻

懲
渓
・製
本
飽
陀
・
佐
久
間
以
山
等
と
友
務
で
あ
っ

た
。
腕
る
こ
と
数
年
の
後
郷
に
邸
り
、
途
に
明
倫
堂
一

の
敬
服
に
列
し
た
。
安
政
=
一
年
前

m
m撲
の
命
じ
て

欽
定
凶
終
を
校
刊
せ
し
め
た
時
、
平
太
も
そ
の
本
に

典
。
、
叉
諾
怖
と
共
に
史
記
考
異
青
選
ん
で
野
滋
の

泌
抽
出
す
る
市
山
と
な
っ
た
。
文
久
三
年
平
太
野
携
に
京

仰
に
従
行
L
、
明
紳
に
摘
し
て
樗
読
し
た
錦
に
、
人

の
出
川
へ
弔
問
と
な
り
、
四
且
終
に
邸
っ
た
後
誌
を
得

ナ
カ
ヤ
マ
ゴ
ウ

中
山
郷
臨
ね
郡
に
回
し
、
滞

政
時
代
で
は
、
訴
し
く
は
柏
三
郷
之
内
巾
山
郷
と
い

ひ
、
附
・上川出
川・
総，
削
・=一室
・肢
の
五
今
村
が
あ
っ

た。 人
。
天
百
十

一
年
柳
令
制
の
職
後
、
前
川
利
目
棋
の
刑
制

品
開
努
古
口
に
従

4
て
加
賀
に
加
入
し
た
時
、
不
法
の
従

そ
の
前
途
青
妨
怒
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
京
市
は
之

止
町
利
家
に
一
政
へ
た
。
利
家
乃
ち
そ
の
家
に
宿
し
、
主

計
そ
し
て
悉
〈
そ
の
従
を
加
へ
し
め
て
之
を
放
し
、

次
い
で
金
問
に
入
っ
た
。
後
利
家
は
宅
前
の
峰
山
削
に

松
政
稼
そ
柏
ゑ
、
叉
己
の
間
像
を
奥
へ
た
と
侍
へ

ろ。

子
孫
川
々
宅
計
の
名
を
州
出
ま
、
務
俣
の
宮
腰
に

遊
ぶ
時
は
、
必
ず
そ
の
家
に
休
忽
し
た
。

ナ
カ
ヤ
マ
キ
ヨ
ザ
ネ
中
山
清
食

遇
制
柑
武
十
郎
・

義
右
衛
門
。
究
政
七
年
鋒
父
印
刷
太
夫
の
也
知
八
十
石

を
刷
出
い
で
組
外
に
列
し
、
字
山
地
山
奉
行
・
表
御
納

戸
器
行
・
能
築
制
御
代
官
に
限
任
し
、
天
保
十

一
年

十
三
月
致
仕
し
た
。

...&.0 ，、
て
家
に
倒
せ
ら
れ
た
。
明
治
元
年
時
局
一
銭
す
る
に

及
ん
で
平
太
の
趨
僻
け
、
三
月
初
廷
の
列
務
に
命
じ

て
士
を
貸
せ
し
め
た
時
そ
の
還
に
典
り
、
鈴
議
院
に

符
紹
し
て
大
取
を
容
決
し
た
が
、
抗
且
吸
を
克
ぜ
ら

れ
て
溢
台
、
滞
の
文
取
に
列
し
、
次
い
で
十

一
R
金

糊
滞
少
鴎
に
任
じ
、
泌
感
激
附
と
な
り
、
也
耐
間
以
後

中
間
て
師
範
両
校
に
敬
へ
、
腕
年
中
風
を
悠
へ

、
明

治
十
二
年
八
月
六
十
一山
践
を
以
て
残
し
た
。
そ
の
若

に
亥
軒
文
相
附
初
制
が
あ
る
。

ナ
カ
ヤ
マ
リ
キ
ヨ
ウ
中
山
李
喬

隙
は
影
、
活

様
を
叡
屋
久
兵
衛
と
い
ひ
、金
搾
柿
梨
町
の
祇
繭
で
、

制
を
陣
駒
の
門
に
間
十
び
、
準
お
・卓
附
む

γ-mnmv〈

は
栢
鉱
庵
と
枕
し
た
o
w前
永
五
年
二
月

H
九
日
五
十

一
践
に
て
問
問
。

ナ
カ
ヤ
マ
リ
ド
ウ

仲
山
臨
調

安
政
年
間
阪
の

山
中
沼
泉
給
問
に
仲
山
開
制
の
端
名
が
あ
る
。
金

m

野
川
=
一

1
目
に
位
し
た
と
い
ふ
。

ナ
ガ
ヤ
ヨ
シ
ツ
グ

長
屋
吉
繕

油
稽
数
路
・
七
郎

右
衛
門
。
院
長
入
年
新
知
二
百
石
を
受
け
、
後
(
久
大

政
の
治
知
そ
分
か
っ
て
千
ご
百
石
と
な
り
、
御
府
組

に
任
じ
、
大
坂
一
品
役
に
背
出
口
で
首

一
つ
を
施
た
。

見
永
十
六
年
間
担
。

ナ
ガ
ヤ
ヨ
シ

Z
チ

長
屋
吉
道

通
総
七
郎
右
街

門
。
七
郎
右
術
門
育
織
の
子
。
元
利
五
年
新
知
三
百

石
を
受
け
、
後
八
百
石
に
京
り
、
日
間
町
務
行
・足
関

淵
・金
都
町
奉
行
に
隠
任
L
、
宛
'Y

九
四
年
制
限
し
た
。

ナ
ガ
ラ

長
柄

河
北
郡
金
棒
庄
に
四
曲
す
る
郎
官
柄
。

明
治
中
高
松
新
に
併
合
せ
ら
れ
た
。

ナ
ガ
ラ
カ
ン
ガ
テ

長
柄
観
岳

河
北
部
一
一品
怯
提

宗
東
波
長
証
寺
の
住
職
。
辿
瀦
院
と
冊
相
し
た
。
も
と

期
制
昨
籾
新
保
正
行
寺
に
生
ま
れ
、
威
光
院
副
殺
に
ma

び
、
明
治
十
一
年
イ
二
月
絞
。
大
正
十

一日ヰ山
岡
林
世

間
ら
れ
た
。

九

圃


